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第４部 災害復旧と復興事業  
市民生活の安定・復旧 

第１章 被災者の生活援護                        

１ 生活相談 

(1) 区本部長は、被災した市民の生活の立直しを援護し、自力復興を援助するため、所管する

業務に関する問合せ、相談、要望等に対応します。 

(2) 区本部長は、臨時区民相談室を継続して開設し、市民生活の早期回復のための相談・要望

等に対応するとともに、相談等で得られた有用な情報を関係局長に提供します。 

 

２ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給 

区本部長は、規則等で定める規模以上の災害により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金

を、また、精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、災害障害見舞金を支給します。 

 

３ 災害援護資金の貸付け 

区本部長は、県内で災害救助法による救助が行われた災害により家財等に被害のあった者に

対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき災害援護資金の貸付けを行います。 

また、災害救助法の適用に至らない小災害時には、区社会福祉協議会において、生活福祉資金

の貸付相談等を受け付けます。 

 

４ 災害見舞金・弔慰金の交付 

区本部長は、市内に居住する者及び市内で事業を営む者が災害による被害を受けたときは、

被災者又はその遺族に対して、見舞金及び弔慰金を交付します。 

なお、弔慰金については、横浜市災害弔慰金の支給等に関する条例が適用された場合には、交

付しません。 

 

第２章 被害認定調査と罹災証明                       

区役所及び消防署は、災害対策基本法第 90 条の２に基づき、次のとおり、遅滞なく被害認定調査

を行い、罹災証明書を交付します。 

１ 被害認定調査と罹災証明書交付の分担 

区   分 被害認定調査担当部署 罹災証明書交付部署 

火災以外の被害 区役所 

火災・消火損 消防署 

 

２ 被害認定調査 

建物被害における全壊、半壊等の罹災程度については「災害に係る住家の被害認定基準運用

指針（内閣府）」に基づく被害認定調査により判定します。 

被害認定調査の結果（全壊、半壊等）により、各種支援制度の支援内容が異なることから、公

平かつ公正な調査を実施します。 

また、消防局（消防署）は災害対策基本法第５条第３項に基づき被害認定調査に協力します。 
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３ 罹災証明書の交付及び被災者台帳の作成 

罹災証明書は、被害認定調査によって判定した住家の被害程度等について証明するもので、

被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）に基づく支援金の支給や市税等の減免を受け

る場合等に必要となるものです。被災者から申請があった場合は、「風水害時の被害認定調査（火

災を除く）及び罹災証明書発行の手引き」に基づき交付するとともに、被災者の援護を総合的か

つ効率的に実施するため、被災者台帳を作成します。 

 

第３章 市民税の減免等                       

災害により被害を受けたとき、所定の申請により、必要があると認められる場合は、市税の減免

や、市税の延滞金の減免、市税の納期限の延長等を受けることができます。 

  

市税・保険料・公共料金等の減免・猶予等 

１  個人市民税（県民税を含む。）の減免 

２  固定資産税及び都市計画税の減免 

３  市税の延滞金の減免 

４  市税の納期限の延長 

５  市税の徴収猶予 

６  国税の特別措置 

７  国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の徴収猶予等 

８  国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例 

９  児童福祉施設措置費の減免 

10  保育所の保育料の減免 

11  老人ホーム入所に伴う費用徴収 

12  水道料金等の免除 

13  公共料金・使用料等の特別措置（水道料金等を除く。） 

14  一般廃棄物処理手数料の減免 

15  市営住宅使用料の減免 

16  放送受信料の免除 

17  住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付手数料 

 

 




